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岩松保育園民営化保護者説明会 議事録 

 

◆日時   平成 26年 10月 31日（金）19：30～ 

◆場所   岩松保育園 

◆出席者  保護者 21名  

小城市教育委員会 4名 岩松保育園 5名  

◆説明会記録 

1.あいさつ 

 

2.公立幼稚園・保育園民営化について 

【資料１】小城市公立保育園・幼稚園の再編計画（概略版）及び【資料２】小城市立保育

園・幼稚園の民営化ガイドラインについて、教育委員会より説明を行う。 

 

3.民営化に関するＱ&Ａ 

【資料３】民営化に関するＱ＆Ａについて、教育委員会より説明を行う。 

 

4.その他（質疑応答） 

（保護者） 

 なぜ、岩松保育園が民営化に選ばれたのでしょうか。 

（教育委員会） 

 岩松保育園だけではなく、芦刈幼稚園も民営化します。あと、三里保育園、小城保育園、

砥川保育園、あと幼稚園もありますね。これらの施設の方向性としても、公立の認定こど

も園か、または民営化です。岩松だけ民営化するという訳ではありません。 

 

（保護者） 

①資料 2 の 3 ページについて、保護者説明会から共同保育までの流れがありますが、実

際の民間移管への具体的な期間はお教えできる範囲でいいので教えていただきたい。 

②柱の中に選考委員会との協議ということで、この途中の経過あたりで保護者へ説明を

していただければ、どういう形で選ばれているのかが見えてくるかと思います。 

（教育委員会） 

 牛津保育園の経験から言いますと、教育委員会が民営化だよりのような形で進捗状況を

その都度作り、配布してお知らせをしました。選考委員会で会議をしているときに傍聴も

できますので、そういう体系で進めたいと思います。 

 要は、現在職員が一生懸命に頑張っているサービスの質が落ちてはいけないということ

ですね。そういうところを選考していくように私たちだけではなく、皆様も入っていただ

くという形です。 
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（保護者） 

ガイドラインが新たに策定されたとあったのですが、牛津保育園の民営化の際に問題があ

ったのでしょうか。 

（教育委員会） 

 皆様もご存じかと思いますが、牛津保育園が民営化をする際に、反対運動などもありま

した。しかし、三者協議の中で、私どもとしては間をとるような形でその場におり、保護

者と事業者が話し合いをする場を設定し、そこで不安を消していく。民営化をして１年間

くらいは色々ありましたが、１年過ぎたら問題もなくなってきました。実際、保護者の方

が、事業者を信頼されていなかったというところがあったのかと思いますが、１年かけて

不安を除かれて、今は落ち着いた園ということで運営をされていらっしゃいます。 

 もし、またこどもの森で問題があった場合は、三者協議を行います。教育委員会として

は、民営化したので知りませんではなく、何かあればその都度かかわっていくというスタ

ンスでおります。そこは、ご安心いただければと思います。 

 

（保護者） 

 牛津保育園が民営化される時に、何園か幼稚園が手を挙げられたと思いますがどこが挙

げられましたか。 

（教育委員会） 

 嘉瀬幼稚園さんと、さくら会という多久にあるさくらんぼ保育園さんと佐賀でされてあ

るところと、新たに保育園をしたいという３つがありました。 

 なかなか牛津保育園の場合は、条件が非常に厳しかったです。まず、土地を用意して建

物を建ててくださいというのがあって。今回ガイドラインにもありますが、岩松保育園の

場合は、土地は無償で貸します。建物はあげますと書いています。中の備品もあげますと。

ところが、牛津保育園はそれができませんでした。土地が半分くらい市の土地ではなかっ

たので、あげれません。あと、建物も木造と鉄骨のつなぎでぼろぼろでした。土地を探し

て、埋めて、建ててと、かなりハードルが高かったです。ただ、事業者向けの説明会の際

には、６～１０園が興味をもって参加をされていたと思います。岩松保育園の場合は、牛

津保育園よりも条件は良いと思うので、多く来られるのではないかと思います。 

 

（保護者） 

 ①土地は無償で貸出と言われましたが、事業所の方が運営される限りはずっと貸出をさ

れるということですか。 

 ②選考委員会を立ち上げられるということですが、選考の基準といいますか、どういっ

たところを重点的に観て決定されるのか、また保護者の方にも公開されますか。 
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（教育委員会） 

 選考の基準については、ガイドラインの４ページの①～⑩の条件をどのように組み合わ

せるのかという提案をしていただく形になるのかと思います。あと、+αで岩松保育園はこ

ういう保育園なので、こういうものを入れた方がいいのではというのを選考委員会の中で

決めていきます。 

 選考の基準については、どういうものを出してもらうということは公表をします。 

 

（保護者） 

 職員数についてですが、今よりも少なくなりますか。 

（教育委員会） 

 クラス担任については、国の基準で子どもの年齢により配置が決まっています。あと部

屋の大きさで子どもの人数がきまってきますので、基本的にはクラス担任の人数は変わり

ません。非常勤の先生もいらっしゃいますが、そこは少し縮小があるかもしれません。 

 

（保護者）  

①今日来られていない保護者の方については、内容が分かられていないと思いますが、

今年度中にもう一度同じような説明会をされますか 

②今回の内容について、後で配布をされますか。 

（教育委員会） 

 資料については、保護者様全員分準備をしておりますので、あともって園の方から配布

をしていただきます。あと、説明会について基本的には今日のような説明会ではなく、質

問等があればそれに向けてはご説明をしていきたいと思います。 

 もし、今日来られていない方に何か聞かれた場合は、こども課へご連絡していただいて

もいいかと思いますし、園の方に聞かれてもいいかと思います。 

 

 

5.閉会 


